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「物部川ジャンボリー※」のフラフ（土佐山田町山田）
　※川の環境保全や地域振興を目指すイベント

＊この広報紙は、県の総合・合同庁舎、市町村役場でも
　お渡ししています。

　 2面  議長、副議長あいさつ
 県議会の構成
　 3面 常任委員会の委員長報告
 の要旨について
4・5面 2月定例会
 本会議の質問から
 常任委員会の動き

6・7面 予算委員会の質問から
　 8面 2 月定例会審議の結果

高知県うみがめ保護条例ができ
ました！
議員定数問題等調査特別委員会
の委員長報告

 お知らせ
 7月定例会の開催日程（予定）
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●
三
位
一
体
の
改
革
に
つ
い
て　

〜
開
会
日
〜

　

提
案
説
明
の
冒
頭
橋
本
知
事
は
、
三
位
一
体
の
改
革
に
関

し
て
、地
方
の
声
を
十
分
に
聞
い
た
上
で
、具
体
的
な
改
革
の

全
体
像
を
早
期
に
示
す
よ
う
、繰
り
返
し
求
め
続
け
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
今
回
示
さ
れ
た
内
容
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
の
影
響

額
は
、
本
県
が
取
り
組
ん
で
き
た
財
政
構
造
改
革
の
成
果
を

帳
消
し
に
し
た
上
、
市
町
村
も
含
め
た
、
今
後
の
自
治
体
の

運
営
を
不
可
能
に
し
か
ね
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
事
業
の
見
直

し
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
県
民
に
理

解
し
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、平
成
十
六
年
度
予
算
、地
域
の
支
え
合
い
の
仕
組

み
づ
く
り
な
ど
、
各
分
野
ご
と
の
主
要
な
政
策
に
つ
い
て
意

見
や
方
針
を
述
べ
た
後
、
今
定
例
会
に
提
出
し
た

六
十
八
議
案
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

●
知
事
の
政
治
姿
勢
や
産
業
振
興
な
ど
に
つ
い
て

　

論
議　

〜
本
会
議
質
問
〜

　

開
議
第
二
日
か
ら
第
五
日
に
は
本
会
議
で
質

問
が
行
わ
れ
、十
二
議
員
が
登
壇
。

　

知
事
の
政
治
姿
勢
、
県
業
務
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
、産
業
振
興
、教
育
問
題
な
ど
に
つ
い
て
論
議

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

●
十
一
議
員
が
一
問
一
答　

〜
予
算
委
員
会
〜

　

三
月
八
日
、九
日
に
は
予
算
委
員
会
が
開
か
れ
、

十
一
議
員
が
一
問
一
答
形
式
で
質
問
を
行
い
ま

し
た
。

●
六
十
九
議
案
と
請
願
三
件
を
審
査　

〜
常
任

　

委
員
会
〜

　

六
十
九
議
案
（
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
一
議
案

を
含
む
。）及
び
請
願
三
件（
う
ち
一
件
は
継
続
審

査
分
）
が
所
管
の
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、

六
十
七
議
案
が
原
案
ど
お
り
可
決
、
承
認
、
二
議
案
が
そ
れ

ぞ
れ
修
正
議
決
、継
続
審
査
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、請
願
三
件
が
い
ず
れ
も
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

●
八
十
議
案
を
可
決　

〜
閉
会
日
〜

　

本
会
議
で
採
決
の
結
果
、
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
七
十
一

議
案（
追
加
提
出
四
議
案
含
む
）が
可
決（
う
ち
一
件
修
正
議

決
）、
同
意
、
承
認
さ
れ
、
一
議
案
が
継
続
審
査
と
な
り
ま
し

た
。
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
十
議
案
の
う
ち
、
九
議
案

が
可
決
、
一
議
案
が
否
決
さ
れ
ま
し
た
。請
願
三
件
に
つ
い
て

は
、採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
正
副
議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
議
長
に
森
雅
宣
議

員
、副
議
長
に
池
脇
純
一
議
員
を
選
出
し
、閉
会
し
ま
し
た
。
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（会期　２月２４日～３月１８日【２４日間】）
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平成１６年（２００４年）　５月３０日（日）

企画建設委員会　産業経済委員会文化厚生委員会総務委員会

武石　利彦 （自民）江渕　征香 （県ク）中内　桂郎 （２１県政）西岡　仁司 （自民）委　員　長

森　　祥一 （市民）式地　寛肇 （２１県政）西森　雅和 （公明）黒岩　正好 （公明）副委員長

三石　文隆 （自民）

元木　益樹 （自民）

西森　潮三 （自民）

黒岩　直良 （２１県政）

朝比奈利広 （２１県政）

浜田　嘉彦 （県ク）

米田　　稔 （共と緑）

田頭文吾郎 （共と緑）

中西　　哲 （自民）

溝渕　健夫 （自民）

依光　　夫 （自民）

西岡寅八郎 （自民）

樋口　秀洋 （新風）

高野光二郎 （２１県政）

池脇　純一 （公明）

谷本　敏明 （共と緑）

森田　英二 （自民）

山本　広明 （自民）

森　　雅宣 （自民）

浜田　英宏 （新風）

佐竹　紀夫 （２１県政）

田村　輝雄 （県ク）

吉良　富彦 （共と緑）

牧　　義信 （共と緑）

東川　正弘 （自民）

土森　正典 （自民）

結城　健輔 （自民）

植田壮一郎 （新風）

二神　正三 （２１県政）

岡崎　俊一 （２１県政）

坂本　茂雄 （県ク）

塚地　佐智 （共と緑）

委　　員

企画振興部
土木部
企業局
選挙管理委員会
収用委員会

商工労働部
農林水産部
地方労働委員会
海区漁業調整委員会
内水面漁場管理委員会

健康福祉部
文化環境部
病院局

総務部
出納事務局
教育委員会
人事委員会
監査委員
公安委員会
他の常任委員会の所
管に属しないこと

所　　管
（担当）

氏　　名

結城　健輔 （自民）委　員　長

朝比奈利広 （２１ 県政）副委員長

武石　利彦 （自民）

森田　英二 （自民）

元木　益樹 （自民）

植田壮一郎 （新風）

佐竹　紀夫 （２１県政）

黒岩　正好 （公明）

浜田　嘉彦 （県ク）

米田　　稔 （共と緑）

塚地　佐智 （共と緑）

委　　員

氏　　名

元木　益樹 （自民）委　員　長

江渕　征香 （県ク）副委員長

武石　利彦 （自民）

中西　　哲 （自民）

森田　英二 （自民）

山本　広明 （自民）

樋口　秀洋 （新風）

黒岩　直良 （２１県政）

中内　桂郎 （２１県政）

二神　正三 （２１県政）

黒岩　正好 （公明）

坂本　茂雄 （県ク）

森　　祥一 （市民）

牧　　義信 （共と緑）

田頭文吾郎 （共と緑）

委　　員

常 任 委 員 会

　高知県議会では、本会議から付託された議案などを、分担して専門的・能率的に
審査するため、条例により４つの常任委員会を設けています。

議会運営委員会

議会運営委員会は、本会議を円滑
に能率良く運営するために設け
られている委員会で、必要に応じ
て随時開催されます。

坂本ダム等に関する
調査特別委員会

高知県・高知市
病院組合議会議員

元木　益樹 （自民）

西森　潮三 （自民）

樋口　秀洋 （新風）

高野光二郎 （２１県政）

朝比奈利広 （２１県政）

池脇　純一 （公明）

坂本　茂雄 （県ク）

牧　　義信 （共と緑）

高知県競馬組合
議　会　議　員

結城　健輔 （自民）

植田壮一郎 （新風）

佐竹　紀夫 （２１県政）

黒岩　正好 （公明）

江渕　征香 （県ク）

田頭文吾郎 （共と緑）

監　査　委　員

東川　正弘 （自民）

田村　輝雄 （県ク）

注 ･･ 表の中で使用した会派の略称

は下記のとおりです。

（自民）………自由民主党

（新風）………県政新風会

（２１県政）……２１県政会

（公明）………公明党

（県ク）………県民クラブ

（市民）………市民の声 （VOX POP）

（共と緑）……日本共産党と緑心会

本会議と委員会

　全議員で構成する会議を本会議といい、本会
議では議案の採決などの最終的な意思決定がな
されます。
　しかし、数多くの議案の審議を一度に全て本会
議で行うことは、専門性や能率の面から無理があ
ります。
　そこで、委員会を設け、本会議に提案された議
案などを分担して審査を行い、結果を本会議で
報告のうえ採決を行っています。
　委員会には常任、特別、議会運営委員会があ
り、委員会は、議会の閉会中でも必要に応じて会
議を開き、重要事項の審査や県の事業の調査を
行っています。

（平成１６年４月７日現在）

　

県
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
の
議
会
活
動
に
対
し
ま
し
て
、

格
別
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
厚
く
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
今
、
国
・
地
方
を
問
わ
ず
、
行
政
改
革
、
財
政
改
革
、

地
方
分
権
の
推
進
が
叫
ば
れ
、
厳
し
い
財
政
環
境
の
中
、
地

方
の
独
自
性
を
発
揮
し
た
行
政
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
県
に
お
き
ま
し
て
も
、
高
速
道
路
網
の
整
備
を
初
め
と

す
る
社
会
基
盤
の
整
備
や
、
新
た
な
雇
用
環
境
の
創
出
、
少

子
高
齢
化
対
策
、
今
世
紀
初
頭
に
起
こ
る
と
予
測
さ
れ
て
い

ま
す
南
海
地
震
対
策
や
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
機
に
、
正
・
副
議
長
に
選
出
い
た
だ
き
ま

し
た
こ
と
に
、
改
め
て
そ
の
職
責
の
重
さ
を
痛
感
し
、
身
の

引
き
締
ま
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

　

県
民
か
ら
負
託
を
受
け
ま
し
た
議
会
の
使
命
と
し
て
、

チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
政
策
提
言
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
し
、
県

勢
発
展
の
た
め
、 力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、県
民
の

皆
様
の
一
層
の
ご
指
導
、
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議長・副議長あいさつ

第８３代議長

森　雅宣
第８８代副議長

池脇　純一
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平成１６年（２００４年）　５月３０日（日）

総 務 委 員 会
　付託を受けた議案のうち、「平成１６年度高知県一般会計予算」については、修正案のと
おり賛成多数をもって、また修正部分を除く原案は、全会一致をもっていずれも可決、「高
知県こども条例議案」は賛成多数をもって継続審査に、その他の議案は全会一致又は賛
成多数をもっていずれも可決した。
■新旅費システムについて
　委員５名から、一般会計予算のうち新旅費システム構築事業費を削除する修正案が提
出され、賛成多数で可決された。提出者からは、事務作業の効率化を否定するものではな
いが、航空券やＪＲ券の切符の手配までを、県外大手旅行代理店１社が独占することは、
県内企業の活用を求める議会決議（平成１２年）にも反している上に、中小旅行代理店の
営業面に大きな打撃を与えることにもなり、結果的に県内雇用の縮小につながる。また、１社
独占による他社への影響も大きく、その結果、県外観光客の誘致にも支障をきたすおそれが
あり、旅館組合などからも観光振興の面でいろいろなマイナスが指摘されており、危惧する部
分が多い事業であるとの説明があった。これに対し、委員から、過去のカラ出張などに対して、
透明性を高めるための取り組みとして出てきたものである。旅費事務の負担を軽くするもの
でもあり、あいた時間を新たな政策的方向へと職員の能力をフルに活用することができる効
果的なシステムになる可能性があるとの反対意見もあった。
■被災者の住宅再建支援について
　委員から、創設される居住安定支援制度は対象を撤去、解体などの費用に絞ると聞くが、
知事会は建物本体の再建や補修への支給を求めている。本県の考え方はどうかとの質問
があった。執行部から、本県は自然災害も多く、全壊した場合には周辺費用として、最高２００
万円を個人に支給されるという点で一歩前進ではないかとの答弁があった。
■こども条例について
　委員から、子どもには、権利や主張ばかりを認めるのではなく、社会規範や道徳などをもっ
と教えることの方が先である。現在でも、子どもを守るいろいろな法律があるが、実現できてい
ないから条例をつくることになったのではないか。内容からすれば「こども憲章」という呼び方
が妥当ではないか。条例として制定する以上は、守る義務がある。罰則がなくて実効性が本
当に上がるのか。１６～１７歳になると一定の社会的責任もあると思う。今でも学校現場は、自

由奔放過ぎて授業が成り立たないところもある。条例
によって本当に学力が向上するのかなど厳しい意見
が相次いで出された。この他に、この条例をきっかけ
として、子どもと向き合うことになればなおいいと思う。
ただし、推進計画の作成や推進委員会の委員の選
任は、慎重にしてもらいたいとの要望があった。また、
内容については、まだつたないかもしれないが、県民
自らが直接かかわってきたという点では、画期的なこ
とであるとの意見もあった。

付託を受けた議案は、全会一致又は賛成多数をもっていずれも可決した。
■乳幼児医療費補助金について
　委員から、３歳までの通院医療費の助成に対して具体的に検討しているかとの質疑があ
り、執行部からは、家庭に一定の負担を求めることもあわせた素案の検討をしている段階で
ある。また、事業主体である市町村との協議や庁内での合意形成も必要であり、その準備を
始めたところであるとの答弁があった。
■牧野植物園管理運営費について
　執行部から、研究型植物園を目指すことを目的とした第二期整備について説明があった。
　委員から、現在の園長になってから、牧野博士の業績を顕彰し、県内植物を発掘、研究
するという開園の原点から乖離しているのではないか。また、多くの標本が未整理のまま長
期間放置されているとの質疑があり、執行部から第二期整備に当たっては、研究型植物園
に軸足を置くが、牧野博士を顕彰することも大事な部分だと認識している。標本整理につい
ては、時間はかかるが整理の見通しはあり、なお努力していくとの答弁があった。
■エコサイクルセンター設置推進事業費について
　委員から、振興策の進め方と、それに向けた体制をどう整備していくのか。また、振興策は
日高村全域を対象としているが、合併した場合、合併後の全域を対象とするのかとの質疑
があり、執行部からは、振興策は工事着手から１０年間で行うと約束しており、スケジュールを
来年度１年間かけて立てる予定である。また、将来日高村が合併した場合でも、振興策の
対象地域は、現在の日高村の範囲内に限られるとの答弁があった。
■県立文化施設の管理運営費について
　委員から、財政状況の厳しい折、管理運営費を見直すべきではないかとの意見があった。
また、多くの人に来てもらい収入を増やす努力が必要で、アウトソーシングを進めるのであれ
ば、これこそ民間企業に任せてはどうかとの意見があった。
■議員提出条例「高知県うみがめ保護条例議案」について
　委員から、民有地を保護区に指定する場合の個人の財産権の補償についての質疑があ

り、提出委員から、保護区に民有地が存在す
る場合は、あらかじめ地権者の同意を得た後
に指定することになるとの答弁があった。
■県立病院第三期経営健全化計画案につ
いて
　執行部から、救急医療の充実、病床利用
率の向上、病院ごとの独立採算、安芸・芸陽
病院については、改築に向けた内部留保資
金の確保に努めることを計画の目標とすると
の説明があった。

文 化 厚 生 委 員 会

産 業 経 済 委 員 会
　付託された議案は全会一致をもって、いずれも可決または承認されたが、海洋局の「近
海かつお一本釣漁船建造費補助金」は、条件付き執行の付帯意見を付けた。
■県産品アンテナショップ開設事業費補助金について
　委員から、東京のアンテナショップは、
僅か４～５千万円の売上げであり、この
ままでは、県産品のブランド化や消費宣
伝等の役割を果たせないとの質疑が
あった。また、他の委員から、売上げは
少ないが、この事業は、都会の消費動
向調査や、消費者の意見をフィードバッ
クさせ、産地育成を図る役割もあり、他
県のアンテナショップと比較しても、本県
の取り組みは評価したい。更に店舗を
広げ、県産品をアピールして欲しいとの
意見もあった。
　執行部から、本県のアンテナショップ
の商品は、一次産品が多く、東京の生活圏に出店し、売れる商品にブラッシュアップすること
を目的としている。更にショップを通じて、販路が広がった商品もあるとの説明があった。
■近海かつお一本釣漁船建造費補助金について
　執行部から、この事業は、県漁連を事業主体とした、リース用の一本釣漁船２隻分の建造
費を補助するもので、２隻分の建造費約１０億円の１／５の２億円を補助し、残り８億円は
県漁連が借入で対応する。その償還は、漁船のリース料で返済し、リース期間は１３年６カ月、
年間リース料は１隻約３，８００万円を予定しているが、試算では、新船導入により、水揚高が
増え、リース料支払は十分可能との説明があった。
　委員会は、この事業が、計画どおり進むのか心配なため、当事者の県漁連専務理事の参
考意見を聴取する必要があるとの判断で、意見聴取を行った。
　その結果、県漁連としても事業の必要性は理解しているが、事業主体となることについて
は、魚価・漁獲が低迷しリース料支払が滞った場合の補償、長期間の８億円の債務保証、
他の漁業への対応、県内各地域での説明と理解、これを踏まえた理事会での承認、総会
での定款変更など、数多くのハードルがあることが明らかとなった。
　委員会としては、事業の必要性は全委員が理解しているが、事業主体の了解が得られ
ていない、このような予算の計上は本来認められるものではない。今後、事業主体の十分な
理解と、補助受入先の整備ができるまでは、予算の執行は停止するということを条件に、予
算を認めるとの意見を付すこととなった。

企 画 建 設 委 員 会
　付託を受けた議案は、高知県都市計画審議会条例の一部を改正する条例議案は賛成
多数をもって、その他の議案は全会一致をもっていずれも可決した。
■地域の元気応援事業費について
　執行部から、既に「地域の元気応援団長」として派遣している７人を含め、来年度は、５０
人の職員を派遣し、地域の元気を応援し、地域の活性化を図っていく。派遣に当たって、地
域ごとの課題やニーズを把握するため、県民、市町村、ＮＰＯ等からの意見を基に、地域と
行政をつなぐ活動、組織づくりや機運づくりを行っていくとの説明があった。
　委員からは、５０人もの人員を地域に派遣する県庁や職員の在り方を左右する重要な事
業であり、今後、節目節目の説明や、中間報告をしてもらいたいとの意見があった。
■がけくずれ住家防災対策費について
　執行部から、がけ崩れ危険個所の防災対策を行う市町村に対する助成であり、予算縮
減の中、来年度は、補助率を３分の２から２分の１に引き下げ、件数を増やすとの説明が
あった。
　委員から、補助率の引下げは市町村や受益者の負担増につながる。説明や意見聴取は
行ったのか。また、この５年間で、がけ崩れ等急傾斜地対策の予算が半分になっているが、
南海地震対策として取り上げるべきとの質疑があり、執行部からは、市町村等には機会ある
ごとに説明してきた。今後とも、地震対策の中で議論していきたいとの答弁があった。
■高知県都市計画審議会条例の一部を改正する条例議案について
　執行部からは、都市計画審議会の委員を柔軟に選任できるよう、分野別の定員を廃し、
様 な々専門分野から幅広い意見を取り入れることができる形にしたとの説明があった。
　委員から、条例改正の緊急性がなく、単に高知県男女共同参画社会づくり条例における
男女構成の均衡という趣旨を踏まえたものではないのか。大切な審議会なので条例化もさ
れている。改正する以上、しっかりとした審議が行われることを望むとの意見があった。
■高知県港湾施設管理条例の一部を改正する条例議案について
　執行部から、プレジャーボートの係留場所不足に対処するため、新たに、係留条件の劣る

箇所についても、低料金での係留を許可しよ
うとするものであるとの説明があった。
　委員から、不法係留防止や公有水面への
係留には使用料が必要であることの周知の
ため、河川担当部局等とも連携が必要では
ないかとの質疑があり、執行部から、港湾空
港局次長をチーム長に、河川、漁港等の担当
部局と一体となって取り組んでいるとの答弁
があった。

総務委員会の審議のようす

高知県アンテナショップ「高知屋」
（東京・吉祥寺）

あおうみがめ（黒潮生物研究所提供）

須崎市港大間地区
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�
 
笠
氏
が
、
後
援
会
長
か
ら
借
り

入
れ
た
一
億
円
は
、
坂
本
ダ
ム
工

事
を
受
注
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に

業
者
か
ら
提
供
さ
せ
返
済
し
た
、

ま
た
、
坂
本
ダ
ム
工
事
に
関
す
る

メ
モ
を
知
事
に
渡
し
た
と
証
言
を

し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
承
知
し

て
い
な
か
っ
た
の
か
。

�
 
知
事　

建
設
業
者
と
の
か
か
わ

り
を
め
ぐ
る
笠
さ
ん
の
証
言
に
つ
い

て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
こ
と
は
承
知

を
し
て
い
な
い
。

�
 
知
事
就
任
後
の
予
算
規
模
が
膨

ら
ん
で
お
り
、公
債
費
な
ど
も
倍
以

上
に
な
り
、
民
間
が
行
っ
て
い
る
人

件
費
削
減
の
形
跡
も
な
い
。余
り
に

も
放
漫
的
な
財
政
運
営
で
は
と
考

え
る
が
、
橋
本
県
政
十
二
年
の
財

政
運
営
に
つ
い
て
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

他
の
県
よ
り
早
く
財
政

構
造
改
革
に
着
手
し
、
様
々
な
見
直

し
を
し
て
き
た
。人
件
費
で
は
、適
切

な
給
与
の
改
定
を
行
い
、
不
適
切
な

給
与
制
度
を
廃
止
し
た
。職
員
数
も

計
画
的
に
削
減
し
、六
年
四
月
と
十

五
年
四
月
の
比
較
で
十
二
％
を
超

問答問答

三
月
二
日�

え
る
削
減
を
行
っ
た
。
公
債
費
を
三

年
度
と
十
四
年
度
の
普
通
会
計
の

決
算
額
で
比
較
す
る
と
、
四
国
の
他

の
三
県
の
約
二
・
四
倍
に
対
し
本
県

は
一
・
九
倍
程
度
で
あ
る
。今
後
と
も

効
率
的
な
財
政
運
営
を
心
が
け
る
。

�
 
知
事
の
工
業
立
県
を
目
指
し
た

産
業
政
策
は
、
近
年
の
社
会
経
済

情
勢
か
ら
判
断
す
る
と
失
敗
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

�
 
知
事　

地
場
の
意
欲
あ
る
企
業

の
支
援
や
新
し
い
企
業
の
誘
致
な
ど

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
幾
つ
か
の
優

良
な
企
業
の
誘
致
が
実
現
し
、
高
知

工
科
大
学
の
設
立
や
産
業
振
興
セ

ン
タ
ー
の
強
化
な
ど
に
よ
り
新
し
い

産
業
の
芽
も
育
ち
つ
つ
あ
る
。し
か
し
、

厳
し
い
環
境
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
あ
り
、
来
年
度
も
産
業
振
興
の

予
算
に
重
点
的
に
配
分
し
て
い
る
。

問答

な
ど
に
積
極
的
な
働
き
か
け
を
し
て

い
る
が
、
具
体
的
に
意
欲
を
示
さ
れ

る
企
業
に
は
私
自
身
か
ら
も
直
接

お
願
い
を
す
る
な
ど
、
最
大
限
の
努

力
を
し
て
い
く
。

�
 
多
く
の
県
民
か
ら
署
名
を
い
た

だ
き
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
防
犯
ブ

ザ
ー
の
配
付
に
対
す
る
強
い
願
い

を
知
事
に
届
け
た
。
緊
急
に
対
処

す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、文
部
科

学
省
の
緊
急
ア
ピ
ー
ル
に
対
処
す

る
意
味
に
お
い
て
も
十
六
年
度
か

ら
の
実
施
が
求
め
ら
れ
る
と
思
う

が
、所
見
を
聞
く
。

�
 
教
育
長　

子
供
た
ち
が
防
犯
ブ

ザ
ー
を
携
帯
す
る
こ
と
は
効
果
的
と

考
え
る
が
、
財
政
事
情
が
厳
し
い
中

で
あ
り
、
今
後
、
市
町
村
の
意
向
の

把
握
、
必
要
な
費
用
の
精
査
、
負
担

の
あ
り
方
の
検
討
な
ど
の
手
順
を
踏

ん
で
対
応
方
法
を
考
え
て
い
く
。

�
 
農
の
福
祉
力
へ
の
認
識
と
園
芸

セ
ラ
ピ
ー
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
お
け

る
県
全
体
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た

園
芸
セ
ラ
ピ
ー
の
導
入
や
ふ
れ
あ

い
型
福
祉
公
園
の
建
設
な
ど
の
提

言
に
つ
い
て
所
見
を
聞
く
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

農
の
福
祉
力

は
、
中
山
間
地
域
の
農
業
・
農
村
の

維
持
、
再
生
を
図
っ
て
い
く
う
え
で

大
事
な
視
点
だ
と
思
う
。
同
ブ
ッ
ク

で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現

状
で
は
、
ま
ず
関
心
の
あ
る
方
々
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、福
祉
施
設
と

周
辺
住
民
と
の
地
域
連
携
な
ど
、地

域
で
の
盛
り
上
が
り
や
人
材
育
成

に
取
り
組
む
こ
と
が
大
事
と
考
え
て

い
る
。

問答問答

2 月定例会
本会議の質問から

質
問
者
（
質
問
順
）

三
月
二
日

　

元
木　

益
樹

　

中
内　

桂
郎

　

田
頭
文
吾
郎

三
月
三
日

　

江
渕　

征
香

　

池
脇　

純
一

　

植
田
壮
一
郎

三
月
四
日

　

森　
　

祥
一

　

西
森　

潮
三

　

佐
竹　

紀
夫

三
月
五
日

　

東
川　

正
弘

　

塚
地　

佐
智

　

結
城　

健
輔

�
 
知
事　

昨
年
の
知
事
選
挙
は
、

様
々
な
御
指
摘
を
受
け
た
な
か
で
も
、

知
事
に
な
っ
て
か
ら
の
十
二
年
間
の

政
治
姿
勢
や
実
績
、
さ
ら
に
は
、
四

期
目
に
向
け
た
公
約
も
含
め
て
、
県

民
の
皆
様
が
判
断
さ
れ
た
結
果
だ

と
受
け
と
め
て
い
る
。

�
 
子
供
た
ち
の
た
め
に
よ
り
よ
い

教
育
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が

今
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。小
中

学
校
適
正
規
模
検
討
委
員
会
の
設

置
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、検
討
結

果
の
扱
い
を
ど
う
す
る
の
か
明
ら

か
に
せ
よ
。

�
 
教
育
長　

小
中
学
校
の
統
廃
合

は
、
市
町
村
が
主
体
的
に
判
断
す
る

こ
と
で
あ
る
。
検
討
委
員
会
の
報
告

は
、市
町
村
が
小
中
学
校
の
統
廃
合

を
検
討
す
る
う
え
で
の
一
つ
の
指
針

と
し
て
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。

�
 
金
の
出
入
り
に
は
関
知
を
し
て

い
な
い
、
十
二
年
前
の
こ
と
だ
と
い

う
こ
と
で
免
責
を
さ
れ
て
い
る
と

い
う
ふ
う
に
、知
事
自
身
の
責
任
は

な
い
と
断
言
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、

こ
の
金
が
入
っ
て
い
る
、
出
て
い
る

と
す
れ
ば
、
公
職
選
挙
法
に
違
反

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

�
 
知
事　

金
銭
の
貸
借
の
目
的
が

何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
背
景
が
何
な

の
か
も
わ
か
ら
い
な
い
の
で
、
お
答
え

の
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
の
が
私
の

答
え
で
あ
る
。法
的
な
問
題
に
つ
い
て

ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
詳

し
く
検
討
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
場

で
は
明
言
で
き
な
い
。

答問答問答

と
強
い
決
意
の
も
と
、
議
会
の
皆
様

方
は
も
ち
ろ
ん
、
思
い
を
同
じ
く
す

る
方
々
と
の
連
携
を
よ
り
強
く
し
、

様
々
な
場
を
通
じ
て
国
に
強
く
申
し

入
れ
を
し
て
い
く
。
同
時
に
、
地
方

分
権
に
本
当
に
つ
な
が
る
よ
う
な
改

革
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
、
広
く

国
民
の
皆
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
く
訴

え
か
け
る
努
力
も
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。

�
 
笠
氏
の
存
在
と
誠
橋
会
の
発
足

を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い

た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
解
散
は
知
事

の
指
示
に
よ
る
も
の
か
、
解
散
の
理

由
と
併
せ
て
聞
く
。

�
 
知
事　

誠
橋
会
は
、
選
挙
後
、
笠

さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
立
ち
上
げ
た

も
の
だ
が
、
そ
の
発
足
の
パ
ー
テ
ィ
ー

の
席
で
の
笠
さ
ん
の
挨
拶
が
、
私
の

政
治
姿
勢
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で

あ
り
、そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
古
い

形
の
悪
い
し
が
ら
み
が
で
き
る
と
の

強
い
危
惧
を
持
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
誠
橋
会
を
解
散
す
る
よ
う
要

請
し
、笠
さ
ん
に
は
東
京
に
戻
っ
て
も

ら
っ
た
。

�
 
佐
賀
町
で
誘
致
の
動
き
が
あ
る

放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に

つ
い
て
も
、
は
っ
き
り
と
建
設
を
受

け
入
れ
な
い
こ
と
を
表
明
す
べ
き

で
あ
る
と
思
う
が
見
解
を
聞
く
。

�
 
知
事　

私
の
知
事
在
任
中
に
は
、

こ
う
し
た
施
設
を
受
け
入
れ
る
つ
も

り
は
な
い
。
現
在
、
地
元
議
会
で
請

願
の
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、

地
域
の
中
で
も
十
分
な
議
論
を
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

問答問答

結
び
つ
き
を
強
く
す
る
取
り
組
み

を
進
め
る
。
こ
れ
か
ら
の
経
済
政
策

は
、地
域
や
各
産
業
分
野
の
牽
引
役

と
し
て
意
欲
あ
る
経
営
体
や
事
業

者
に
的
を
絞
っ
て
重
点
的
に
支
援
し
、

産
業
全
体
を
元
気
づ
け
て
い
く
こ
と

も
必
要
だ
。

�
 
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
波
介

川
河
口
導
流
事
業
に
伴
う
新
居
地

区
振
興
計
画
の
具
体
化
に
向
け
た

取
り
組
み
へ
の
決
意
を
聞
く
。

�
 
知
事　

昨
年
八
月
に
地
元
を
代

表
す
る「
新
居
を
守
る
会
」か
ら
い
た

だ
い
た
新
居
地
区
の
振
興
計
画
へ
の

取
り
組
み
が
、
こ
の
事
業
を
進
め
て

い
く
上
で
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

今
後
と
も
こ
の
振
興
計
画
の
実
現
に

向
け
、
地
元
の
皆
様
の
御
協
力
も
い

た
だ
き
な
が
ら
、
全
庁
を
挙
げ
て
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

�
 
県
民
の
財
産
を
守
り
、
生
態
系

や
景
観
を
重
視
し
つ
つ
育
ん
で
い

く
に
は
、
県
民
の
同
意
を
得
て
、
仁

淀
川
清
流
保
全
条
例
を
制
定
し
、

県
民
と
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み

が
必
要
と
考
え
る
が
、
知
事
の
見

解
を
聞
く
。

�
 
知
事　

高
知
県
で
は
、全
国
に
先

駆
け
て
高
知
県
清
流
保
全
条
例
を

制
定
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
い
て
基

本
方
針
と
各
河
川
ご
と
に
清
流
保

全
計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
来
年
度

は
、
県
民
の
皆
様
と
一
緒
に
川
を
守

り
、
育
む
活
動
が
で
き
る
よ
う
な
基

本
方
針
に
見
直
し
を
し
て
い
く
。
仁

淀
川
清
流
保
全
計
画
も
今
後
改
め

る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
生
態
系
や

景
観
な
ど
の
課
題
に
も
対
応
で
き
る

内
容
に
し
て
い
き
た
い
。

問答問答

元木　益樹
（自由民主党）

笠
氏
の
証
言
内
容
に
つ
い
て

承
知
し
て
い
な
か
っ
た
の
か

中内　桂郎
（21県政会）

高
知
県
の
経
済
政
策
に
つ
い
て

聞
く

を
、
と
い
う
御
趣
旨
は
、
私
も
同
じ

思
い
が
あ
る
。
具
体
的
な
事
業
が
あ

れ
ば
、そ
の
よ
う
な
予
算
を
重
点
化

し
て
い
く
こ
と
は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い

し
、
産
業
と
か
雇
用
の
場
は
、
二
次

産
業
だ
け
を
指
し
て
い
な
い
の
で
、今

後
と
も
各
部
局
か
ら
そ
う
い
う
思
い

で
ま
た
予
算
を
組
ん
で
く
れ
ば
、
重

点
的
に
予
算
を
配
分
し
て
い
く
。

�
 
沿
岸
漁
業
振
興
対
策
の
重
要
課

題
と
し
て
藻
場
造
成
を
位
置
づ
け
、

「
海
の
森
づ
く
り
」
へ
の
取
り
組
み

と
そ
の
推
進
強
化
を
提
案
す
る
が
、

所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

十
六
年
度
、
国
の
モ
デ
ル

事
業
を
導
入
し
、水
産
試
験
場
の
研

究
や
藻
場
造
成
の
事
業
化
に
つ
な
げ

る
調
査
と
技
術
開
発
を
進
め
る
。
ま

た
、「
海
の
森
づ
く
り
」の
意
義
や
役

割
に
対
し
て
県
民
の
皆
様
に
も
理
解

を
深
め
て
頂
け
る
よ
う
取
り
組
む
。

�
 
「
イ
ル
カ
と
仲
間
づ
く
り
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
町
づ
く
り
や
観
光

客
等
の
集
客
対
策
と
し
て
、新
た
な

海
の
駅
・
交
流
拠
点
と
し
て
の
環
境

整
備
に
取
り
組
め
な
い
か
。

�
 
海
洋
局
長　

こ
の
ゾ
ー
ン
を
海
の

駅
と
位
置
づ
け
て
新
た
な
交
流
拠

点
づ
く
り
を
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、

室
戸
の
豊
か
な
自
然
環
境
や
山
海

の
幸
な
ど
を
総
合
し
て
全
国
に
情

報
発
信
す
る
に
も
、
都
市
と
の
交
流

に
よ
り
地
域
を
活
性
化
す
る
に
も

時
機
を
得
た
夢
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、

全
体
構
想
の
取
り
ま
と
め
や
事
業
の

具
体
化
に
向
け
て
精
一
杯
協
力
し

た
い
。

問答問答

�
 
総
合
的
視
野
か
ら
の
高
知
県
の

経
済
政
策
構
想
が
、
今
こ
そ
必
要

な
時
期
だ
と
思
う
が
、
経
済
理
念
、

経
済
政
策
に
つ
い
て
聞
く
。

�
 
知
事　

公
経
済
依
存
型
の
産
業

経
済
構
造
か
ら
の
脱
却
が
本
県
の

経
済
政
策
の
大
き
な
目
標
で
あ
り
、

各
産
業
の
自
立
的
発
展
と
相
互
の

問答

田頭文吾郎
（日本共産党と緑心会）

三
位
一
体
改
革
の
政
策
を
転
換
さ

せ
る
取
り
組
み
へ
の
見
解
を
聞
く

�
 
小
泉
内
閣
の
三
位
一
体
改
革
の

政
策
を
転
換
さ
せ
る
た
め
に
は
、地

方
か
ら
一
揆
を
起
こ
す
く
ら
い
の

決
意
と
全
国
的
な
運
動
を
展
開
し

な
け
れ
ば
、
県
民
の
生
活
と
地
方

自
治
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
う
が
、
今
後
の
取
り
組
み
も
含

め
見
解
を
聞
く
。

�
 
知
事　

こ
れ
ま
で
に
な
い
危
機
感

問答

三
月
三
日�

江渕　征香
（県民クラブ）

金
の
流
れ
が
選
挙
前
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
た
場
合
の
選
挙
結
果
は

�
 
知
事
は
、
昨
年
の
選
挙
で
疑
惑

は
な
い
と
否
定
し
、応
援
す
る
県
議

会
議
員
も
政
治
的
思
惑
の
あ
る
宣

伝
で
あ
り
、ぬ
れ
ぎ
ぬ
だ
と
主
張
し

て
い
た
が
、
金
の
流
れ
の
事
実
が
選

挙
前
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
な

ら
知
事
選
挙
の
結
果
は
変
わ
っ
て

い
た
と
判
断
す
る
が
、知
事
の
考
え

を
聞
く
。

問

池脇　純一
（公明党）

宿
毛
佐
伯
フ
ェ
リ
ー
の
運
航

問
題
に
つ
い
て
聞
く

�
 
宿
毛
観
光
汽
船
の
破
産
に
よ
り
、

幡
多
地
域
へ
の
観
光
や
物
流
の
影

響
が
深
刻
化
し
て
き
て
い
る
。
大
分

県
と
の
連
携
状
況
及
び
県
と
し
て

ど
の
よ
う
な
打
開
策
を
探
り
、
ど

の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
の

か
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

県
で
は
、宿
毛
市
や
佐
伯

市
な
ど
と
も
連
携
し
、
航
路
の
再
開

を
検
討
し
て
い
た
だ
け
る
海
運
会
社

問答

�
 
海
洋
局
や
森
林
局
ま
た
農
林
水

産
部
に
、
そ
の
産
業
を
育
成
す
る

重
点
枠
の
予
算
を
置
く
こ
と
が
大

事
で
は
な
い
か
。
一
次
産
業
の
方
か

ら
二
次
・
三
次
産
業
に
向
か
っ
て

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
取
り
組
み
や
新

た
な
産
業
を
興
す
こ
と
に
つ
な
が

る
と
思
う
が
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

農
、
林
、
水
と
い
う
関
係

の
部
署
に
そ
う
し
た
思
い
で
の
予
算

問答

植田壮一郎
（県政新風会）

産
業
振
興
予
算
の
重
点
枠
を

一
次
産
業
に
も
組
み
込
め

森　　祥一
（市民の声（VOX POP））

イ
ノ
シ
シ
の
個
体
数
の
減
少

に
向
け
て
積
極
的
な
対
応
を

三
月
四
日�

室戸岬漁港のイルカ

�
 
イ
ノ
シ
シ
の
被
害
対
策
は
、県
単

問
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独
の
補
助
金
を
効
果
的
に
活
用
し
、

個
体
数
の
減
少
に
向
け
て
積
極
的

に
対
応
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
そ

の
方
策
を
聞
く
。

�
 
企
画
振
興
部
長　

本
年
度
、
捕

獲
と
防
除
対
策
の
補
助
金
を
一
本

化
し
、
鳥
獣
被
害
の
増
大
に
対
応
す

る
た
め
、
金
額
も
増
額
し
た
。
来
年

度
か
ら
は
、
捕
獲
対
策
は
補
助
の
限

度
額
を
廃
止
し
、
防
除
対
策
に
つ
い

て
も
必
ず
し
も
市
町
村
負
担
を
求

め
な
い
な
ど
、
市
町
村
が
取
り
組
み

や
す
い
制
度
と
し
て
被
害
対
策
を

進
め
て
い
く
。

�
 
海
砂
利
採
取
が
、
砂
浜
減
少
の

一
つ
の
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ

る
が
、
採
取
の
終
わ
っ
た
土
場
に
つ

い
て
地
形
調
査
な
ど
を
す
る
義
務

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

�
 
土
木
部
長　

海
砂
利
採
取
技
術

基
準
に
適
合
し
た
三
カ
所
の
土
場
で

実
施
し
た
海
底
地
形
調
査
の
結
果

で
は
、
海
底
は
変
化
が
な
く
、
海
砂

利
採
取
に
伴
う
海
岸
へ
の
影
響
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。し
か
し
、技
術
基
準

の
妥
当
性
の
検
証
は
必
要
で
あ
り
、

調
査
場
所
、
調
査
方
法
な
ど
を
検

討
し
、可
能
な
範
囲
で
実
施
し
た
い
。

�
 
海
砂
利
全
面
禁
止
に
向
か
お
う

と
い
う
決
断
を
聞
く
。

�
 
知
事　

自
然
環
境
悪
化
と
の
因

果
関
係
で
は
、技
術
指
針
を
守
れ
ば

問
題
は
な
い
と
主
張
し
て
き
た
。
採

取
を
や
め
て
い
る
土
場
で
、
地
形
調

査
を
実
施
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、

も
う
少
し
深
く
そ
の
影
響
を
考
え

て
み
る
時
に
来
て
い
る
。
直
接
の
因

果
関
係
や
蓋
然
性
が
あ
る
と
の
結

果
が
出
れ
ば
、
見
直
し
を
検
討
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。長
期
的
な
ビ
ジ
ョ

ン
に
立
て
ば
、
海
砂
利
は
限
ら
れ
た

資
源
で
あ
り
、
資
源
循
環
型
社
会

を
目
指
す
と
い
う
本
県
の
立
場
か
ら

も
、
将
来
の
骨
材
を
ど
う
す
る
か
に

つ
い
て
の
長
期
的
な
考
え
方
を
示
し

て
い
く
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
。

答問答問答

連
が
漁
業
者
に
貸
与
す
る
近
海
か

つ
お
一
本
釣
漁
業
の
振
興
策
に
つ

い
て
、
な
ぜ
、
事
業
主
体
の
県
漁
連

が
理
解
納
得
の
で
き
な
い
ま
ま
予

算
計
上
を
し
た
の
か
。

�
 
知
事　

か
つ
お
の
一
本
釣
漁
業
と

土
佐
の
か
つ
お
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
が

消
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
早
急

に
支
援
策
が
必
要
と
考
え
た
。
来
年

二
月
の
漁
期
に
新
船
の
建
造
を
間

に
合
わ
せ
る
た
め
予
算
計
上
し
た
。

前
回
の
県
漁
連
の
役
員
会
以
降
、海

洋
局
が
全
て
の
役
員
に
対
し
、
事
業

の
組
み
立
て
や
県
漁
連
の
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
対
応
策
を
説
明
し
た
結

果
、
事
業
の
必
要
性
に
は
理
解
を
得

て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。

�
 
県
民
に
責
任
を
持
て
る
県
立
大

学
に
し
て
い
く
べ
き
と
思
う
が
、
大

学
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
の
理
念

を
聞
く
。

�
 
知
事　

現
状
の
ま
ま
で
は
、
大
学

を
取
り
巻
く
環
境
の
大
き
な
変
化

を
受
け
と
め
て
自
ら
変
わ
っ
て
い
く

こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

て
い
る
。
設
置
者
と
し
て
大
学
改
革

に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
だ

と
の
考
え
で
検
討
委
員
会
を
設
置

し
た
。

�
 
来
年
度
、
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定

す
る
と
の
こ
と
だ
が
、観
光
立
県
に

向
け
て
の
現
時
点
の
構
想
を
聞
く
。

�
 
知
事　

観
光
立
県
の
実
現
に
は
、

ま
ず
観
光
資
源
に
付
加
価
値
を
つ

け
魅
力
の
あ
る
も
の
に
し
、
お
も
て

な
し
の
心
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
。
ま
た
、
各
地
域
で
観
光
に
着

目
を
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組

む
こ
と
も
大
切
。観
光
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、

各
地
域
を
売
り
出
す
た
め
に
知
恵

を
絞
っ
て
い
く
が
、こ
の
作
業
を
通
し

て
県
民
一
人
一
人
が
観
光
の
担
い

手
だ
と
い
っ
た
県
民
運
動
的
な
盛
り

上
が
り
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。

答問答問答

�
 
知
事　

ス
タ
ー
ト
し
て
一
年
余
り

で
あ
り
、
具
体
的
な
成
果
ま
で
に

至
っ
て
い
な
い
。
新
し
い
材
料
を
使
っ

た
液
晶
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
開
発
に
重

点
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
国
か
ら

も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
展
に
大
き
な

期
待
を
頂
い
て
い
る
。
来
年
度
か
ら

は
、
工
科
大
に
完
成
す
る
ク
リ
ー
ン

ル
ー
ム
を
研
究
の
拠
点
に
し
、
活
動

が
本
格
化
す
る
の
で
、
県
内
外
の

産
・
学
・
官
の
力
を
結
集
し
、研
究
成

果
の
早
期
の
実
現
と
事
業
化
に
向

け
て
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く
。

�
 
農
業
に
つ
い
て
、
本
県
の
よ
う
に

条
件
が
不
利
な
地
域
で
は
、
よ
り

安
全
で
競
争
に
耐
え
ら
れ
る
作
目

の
生
産
を
強
化
す
る
方
策
が
必
要

と
考
え
る
が
、見
解
を
聞
く
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

新
た
な
有
利

品
目
の
開
発
に
は
相
当
の
年
月
を

要
す
る
。
当
面
は
、
産
地
化
の
進
ん

で
い
る
作
目
の
生
産
を
強
化
す
る
た

め
、
技
術
の
向
上
を
目
指
し
た
産
地

間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
ブ
ラ
ン
ド
化

へ
の
支
援
や
今
日
の
中
山
間
地
域
の

状
況
に
マッ
チ
し
た
レ
ン
タ
ル
ハ
ウ
ス
事

業
を
創
設
す
る
。
さ
ら
に
は
各
普
及

所
に
減
農
薬
や
有
機
無
農
薬
の
栽

培
を
進
め
る
専
門
担
当
を
配
置
す

る
。

�
 
林
道
網
の
新
規
開
設
に
見
通
し

が
立
っ
て
い
な
い
。
一
・
五
車
線
の

提
案
を
行
い
国
に
採
択
さ
せ
た
実

績
も
あ
る
が
、森
林
県
の
本
県
か
ら
、

新
し
い
林
道
整
備
の
方
式
を
提
案

す
る
考
え
は
な
い
か
。

�
 
森
林
局
長　

厳
し
く
な
る
財
政

状
況
の
も
と
、市
町
村
や
林
業
事
業

体
の
意
見
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
必
要

な
林
道
整
備
の
た
め
に
工
夫
を
凝

ら
し
て
い
く
。そ
の
た
め
に
必
要
な
提

案
は
、
国
に
対
し
て
も
積
極
的
に

行
っ
て
い
く
。

答問答問答

�
 
知
事　

演
習
場
は
駐
屯
地
の
近

く
が
望
ま
し
く
今
の
と
こ
ろ
小
規
模

な
も
の
で
、
周
辺
の
地
域
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
訓
練
は
想

定
を
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
十

六
年
度
は
、演
習
場
の
是
非
を
検
討

し
て
い
く
予
算
措
置
は
さ
れ
て
い
な

い
。
演
習
場
の
場
所
が
決
定
を
し
た

と
い
う
話
も
聞
い
て
い
な
い
。

�
 
保
育
所
運
営
費
が
一
般
財
源
化

さ
れ
た
が
、県
行
政
と
し
て
責
任
が

な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
別

保
育
事
業
な
ど
へ
の
県
単
独
事
業

の
打
ち
切
り
、
削
減
を
行
う
べ
き
で

は
な
い
と
思
う
が
、現
行
の
保
育
水

準
を
引
き
下
げ
を
さ
せ
な
い
決
意

の
程
を
聞
く
。

�
 
教
育
長　

県
で
は
、仕
事
と
子
育

て
の
両
立
を
支
援
し
、
安
心
し
て
子

育
て
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
、国
の
補
助
事
業
を
活
用
し
、

市
町
村
が
行
う
乳
児
保
育
や
延
長

保
育
、
一
時
保
育
な
ど
へ
の
助
成
を

行
っ
て
い
る
。加
え
て
、
国
庫
補
助
事

業
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
や
、

認
可
外
の
保
育
施
設
に
対
し
て
も
、

県
単
独
事
業
で
き
め
細
か
な
保
育

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
向
け
た
支
援
を

実
施
し
て
い
る
。
子
供
た
ち
の
健
や

か
な
育
ち
を
支
援
し
、
保
護
者
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
観
点
か
ら
も
、
市

町
村
が
実
施
す
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
に

引
き
続
き
支
援
し
て
い
く
。

�
 
埋
蔵
文
化
財
の
専
門
調
査
員
の

配
置
に
つ
い
て
、
市
町
村
で
の
意
義

と
位
置
づ
け
を
強
化
す
る
よ
う
働

き
か
け
、県
と
し
て
配
置
計
画
を
考

え
る
つ
も
り
は
な
い
か
。

�
 
教
育
長　

市
町
村
の
規
模
や
所

在
す
る
遺
跡
数
な
ど
を
も
と
に
し

た
配
置
基
準
の
策
定
や
、市
町
村
間

の
調
査
協
力
が
行
え
る
体
制
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

答問答問答

や
工
科
大
な
ど
と
の
連
携
を
促
進

す
る
積
極
的
な
支
援
を
ど
う
進
め

て
い
く
か
、所
見
を
聞
く
。

�
 
商
工
労
働
部
長　

防
災
の
分
野

で
は
、本
県
で
も
産
・
学
・
官
の
連
携

に
よ
る
地
震
に
強
い
建
築
工
法
の
開

発
、自
立
型
の
発
電
灯
の
製
品
開
発

な
ど
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後
は

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
や
公
設
の
研
究

機
関
と
の
連
携
を
深
め
な
が
ら
、
こ

う
し
た
商
品
開
発
な
ど
の
取
り
組

み
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
く
。

�
 
道
徳
教
育
と
性
教
育
を
ど
う
整

合
さ
せ
、
性
が
乱
れ
た
風
潮
に
歯

止
め
を
か
け
て
い
く
か
。
さ
ら
に
、

少
年
非
行
や
少
年
犯
罪
の
抑
止
策

を
教
育
現
場
で
具
体
的
に
ど
う
取

り
組
ん
で
い
く
の
か
。

�
 
教
育
長　

ま
ず
、
性
教
育
の
質

を
高
め
る
必
要
が
あ
り
、性
教
育
手

引
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
教
職

員
の
指
導
力
を
高
め
る
研
修
も
行
っ

て
い
く
。次
に
、
人
間
と
し
て
の
生
き

方
を
体
験
的
に
学
ぶ
必
要
が
あ
り
、

既
存
の
実
践
事
例
を
広
げ
て
い
く
。

ま
た
、少
年
非
行
や
少
年
犯
罪
に
対

し
て
は
、
治
療
的
な
対
策
と
予
防
的

な
対
策
の
両
面
か
ら
の
取
り
組
み
が

必
要
で
あ
り
、
市
町
村
教
育
委
員

会
、
関
係
機
関
と
協
力
し
な
が
ら
、

教
育
現
場
を
支
え
て
進
め
て
い
く
。

�
 
県
有
財
産
管
理
業
務
や
自
治
事

務
等
は
、
一
括
委
託
方
式
に
よ
り

現
存
す
る
専
門
家
の
団
体
を
視
野

に
入
れ
て
選
定
す
れ
ば
、
効
率
的

な
作
業
が
図
ら
れ
る
の
で
は
。

�
 
総
務
部
長　

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

を
進
め
る
に
は
、
受
け
皿
づ
く
り
も

大
き
な
課
題
で
あ
る
。
検
討
の
際
に

は
、
関
係
団
体
な
ど
の
意
見
も
い
た

だ
き
進
め
て
い
く
。
専
門
の
技
術
や

知
識
、
経
験
を
既
に
お
持
ち
の
団
体

が
受
け
皿
の
候
補
に
な
る
こ
と
も
、

あ
り
得
る
。

答問答問答

子
供
を
安
心
し
て
産
み
育
て
ら
れ
る

地
域
づ
く
り
と
い
う
意
味
で
の
少
子

化
対
策
の
一
つ
と
し
て
必
要
な
対
策

だ
。
家
庭
の
能
力
に
応
じ
て
負
担
を

し
て
い
た
だ
く
仕
組
み
な
ど
も
検
討

し
た
う
え
で
、市
町
村
の
意
見
も
伺
い

な
が
ら
、
十
七
年
度
中
に
は
助
成
の

拡
充
に
向
け
た
見
直
し
を
行
い
た
い
。

�
 
高
知
駅
の
木
造
化
と
県
産
材
で

の
モ
デ
ル
実
現
に
全
力
を
傾
注
す

べ
き
だ
。
県
と
し
て
の
取
り
組
み
の

決
意
を
聞
く
。

�
 
土
木
部
長　

駅
舎
の
主
要
部
材

に
は
良
質
の
県
産
材
を
使
用
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。今
後
、実
施
設
計
の

段
階
に
入
っ
て
い
く
が
、
県
産
材
を

使
用
し
た
県
都
の
陸
の
玄
関
口
に
ふ

さ
わ
し
い
施
設
と
な
る
よ
う
努
め
て

い
く
。

�
 
雇
用
の
絶
対
量
確
保
の
た
め
の

支
援
並
び
に
公
共
事
業
の
減
少
に

伴
う
雇
用
減
に
対
応
し
た
受
け
皿

づ
く
り
の
方
針
を
聞
く
。

�
 
政
策
推
進
担
当
理
事　

安
定
的

な
雇
用
の
総
量
を
確
保
し
て
い
く
に

は
、
高
知
県
の
特
色
を
生
か
し
て
伸

び
る
可
能
性
の
高
い
分
野
を
伸
ば

し
、
各
分
野
の
牽
引
役
と
な
る
事
業

者
へ
の
支
援
が
大
事
で
あ
り
、
十
六

年
度
は
、
観
光
分
野
へ
重
点
的
に
支

援
し
、
海
洋
深
層
水
の
ブ
ラ
ン
ド
力

の
強
化
対
策
、県
内
企
業
の
技
術
を

早
期
に
製
品
開
発
に
結
び
つ
け
る

技
術
支
援
な
ど
に
も
取
り
組
む
。雇

用
の
受
け
皿
で
は
、
一
次
産
業
の
分

野
が
大
き
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
。
産

業
間
で
円
滑
な
労
働
力
の
移
動
を

図
る
こ
と
が
一
つ
の
課
題
で
あ
り
、

十
六
年
度
は
、
一
次
産
業
に
就
こ
う

と
す
る
方
へ
の
研
修
体
制
の
充
実
や

資
金
面
で
の
援
助
の
拡
大
、ジ
ョ
ブ
カ

フ
ェ
な
ど
で
の
情
報
提
供
や
相
談
体

制
の
充
実
を
行
う
。

問答問答

西森　潮三
（自由民主党）

近
海
か
つ
お
一
本
釣
漁
業
振

興
対
策
事
業
に
つ
い
て
聞
く

�
 
県
が
補
助
金
を
県
漁
連
に
出
し
、

か
つ
お
漁
船
を
二
隻
建
造
し
、県
漁

問

佐竹　紀夫
（21県政会）

乳
幼
児
医
療
費
助
成
の
拡
充

を�
 
十
七
年
度
か
ら
、
三
歳
児
ま
で

の
通
院
医
療
費
の
助
成
の
拡
充
に

英
断
を
求
め
る
。

�
 
知
事　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
は
、

問答

三
月
五
日�

東川　正弘
（自由民主党）

防
災
家
具
や
防
災
グ
ッ
ズ
な
ど

の
県
内
開
発
の
動
き
に
支
援
を

�
 
民
間
が
取
り
組
む
防
災
家
具
や

防
災
グ
ッ
ズ
な
ど
の
商
品
開
発
の

動
き
に
対
し
、工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

問

塚地　佐智
（日本共産党と緑心会）

自
衛
隊
の
誘
致
は
危
険
、演
習

場
の
設
置
に
反
対
す
べ
き
だ

�
 
県
と
し
て
演
習
場
の
設
置
に
は

当
然
反
対
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。防

衛
庁
と
の
話
と
県
と
し
て
の
立
場

は
ど
う
か
、聞
く
。

問

結城　健輔
（自由民主党）

次
世
代
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
研
究

成
果
を
把
握
し
て
い
る
の
か

�
 
高
知
工
科
大
学
と
カ
シ
オ
計
算

機
を
中
心
と
し
た
産
学
官
グ
ル
ー

プ
に
よ
る
次
世
代
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

の
研
究
成
果
を
把
握
し
て
い
る
の

か
、現
状
の
成
果
を
聞
く
。

問

高知工科大学

総 務 委 員 会
３月１０日～１２日・１５日・１７日（２月定例会中）
付託された２６件の議案を審査し、２４件を原案どおり可決、
１件は修正のうえ可決、１件は継続審査とした。
　意見書案５件、請願２件を審査。
４月７日　組織委員会を開き、正副委員長を選出。
４月１４日～１６日　本庁各部局、各課室の業務概要を聴取。
文 化 厚 生 委 員 会
３月１０日～１２日・１５日・１７日（２月定例会中）

　付託された１５件の議案を審査し、全て原案どおり可決。
　意見書案５件、請願１件（継続審査分）を審査。
４月７日　組織委員会を開き、正副委員長を選出。
４月１４日～１６日　本庁各部局、各課室の業務概要を聴取。
産 業 経 済 委 員 会
３月１０日～１２日・１５日～１７日（２月定例会中）
付託された２２件の議案を審査し、全て原案どおり可決また
は承認。
　意見書案３件を審査。
４月７日　組織委員会を開き、正副委員長を選出。
４月１４日～１６日　本庁各部局、各課室の業務概要を聴取。

企 画 建 設 委 員 会
３月１０日～１２日・１６日・１７日（２月定例会中）
付託された１６件の議案を審査し、全会一致または賛成多
数をもって全て原案どおり可決。
　意見書案１件を審査。
４月７日　組織委員会を開き、正副委員長を選出。
４月１４日～１６日　本庁各部局、各課室の業務概要を聴取。

（＊なお、４月２０日から、各常任委員会はそれぞれの所管す
る県の出先機関について、順次、業務概要の調査を行って
います。）

常任委員会の動き（１月～４月）



朝比奈利広
（２１県政会）

�  農業施策の包括的推進には、農業者や農業団
体との一体的な取り組みが必要なことは異論はな
いが、今後どのように園芸農業の振興を図るのか。

�  知事　農業政策全般では、団体や農業者の方と
の連携はとれている。例えば、本年度から園芸戦略推
進会議を立ち上げており、団体の皆様との意見交換
を通じて、担い手の育成、営農の体制の充実などの
課題に一体的に取り組んできている。
�  三位一体改革は国の財政再建を基本にした改
革である。地方自治の存亡をかけた行動、例えば
永田町と霞ヶ関を取り巻く位の行動を起こさない
と、国の考え方を変えることができないのでは。

�  知事　地方の声を一堂に集めたアピールも必要と
考えており、地方自治確立対策協議会が検討してい
る７，０００人規模の総決起大会のような行動にも高知
県として一緒に取り組んでいきたい。
�  一本釣り漁業振興対策事業はすばらしい支援策
だと思うが、問題は、県の助成残額の債務保証を
県漁連が負うシステムではないか。

�  海洋局長　今回の仕組みは、１隻当たり５億円を
想定している漁船建造費のうち、１億円を県が県漁
連に補助することで単年度のリース料をほぼ４，０００万
円程度に抑えようというもの。そのため、県漁連としては、
補助残の４億円を借り入れることになる。この４億円は、
県漁連の債務としてリース債権を運用していくことにな
る。

問

答

問

答

問

答

園芸振興をどのよう
に図っていくのか

� 6�

平成１６年（２００４年）　５月３０日（日）こうち県議会だより

質問者（質問順）

三石　文隆
朝比奈利広
谷本　敏明
浜田　嘉彦
黒岩　正好

樋口　秀洋
山本　広明
黒岩　直良
吉良　富彦
依光　　夫
高野光二郎

三石　文隆
（自由民主党）

�  難病相談・支援センター整備計画にどのように
取り組んできたのか。

�  健康福祉部長　国の示したセンターの事業内容
を見ると、これまで保健所や難病連に委託してきた
事業とほぼ同じであり、このセンターのあり方を内部
で検討してきた。難病連の皆様からは設置に向けた
強い要望を頂いているが、厳しい財政状況などから、
まだ結論には至っていない。
�  生徒指導の対策は、緊急に取り組むべきことと、
長期的に取り組むことをあわせて実施していくべ
きだが、どのような対策を考えているのか。

�  教育長　緊急に取り組むべきことは、教師集団と
して一体的に対応していく体制づくりや保護者、地
域、関係機関による支援体制づくり、学校支援シス
テムの構築などであり、長期的な課題は、しっかりし
た教育計画の樹立、実行や生徒同士、生徒と教師
の温かい人間関係づくり、魅力ある授業づくり、開か
れた学校づくりなどである。
�  男女の性差を画一的に排除しようとするような
ジェンダー・フリーの視点に立った男女平等教育
をすべきでないと指導の徹底を図るべきだ。

�  教育長　高知県男女共同参画社会づくり条例
に基づき、男女の違いを画一的、機械的に一切認め
ないということではなく、人権尊重を基盤とした男女
平等教育を進めていきたい。このことを町村教育委
員会や学校長に周知徹底していく。

問

答

問

答

問

答

難病相談・支援セン
ター整備計画への取
り組みは

山本　広明
（自由民主党）

�  国に対して、資源管理型漁法である一本釣漁
業の振興と保護や、乱獲につながる巻き網漁の
規制などを訴えていくべきだ。

�  海洋局長　大型巻き網漁船の隻数の抑制や削
減を国際社会に問題提起をし、この実現に向けて活
動することが重要と考えており、業界とともに国に対
する要望などを強めていきたい。
�  新旅費システムについて、１社独占で取り仕切
ることになるが、弊害などが徐々に出てくるので
はないか。

�  総務部長　職員の旅券等の発注先についての
アンケート調査の結果からは、県内の民間の旅行業
者への影響を全く否定することはできないが、その影
響は限定的ではないかと考えている。
�  県として高齢社会の外出支援メニューを多く
示して、議論を重ねて地域に合った対応を進める
べきと考えるが、所見を聞く。

�  企画振興部長　地域の実態に即した外出支援
の取り組みを進めていくため、県内外の先進事例を
積極的に情報提供していくとともに、地域への派遣
職員の住民力を生かした支え合いの仕組みづくりの
一環としても取り組んでいくべき課題の一つと考え
ている。県としても交通不便地域における生活者の
足の確保について、どうすれば地域の実態に合った
対応がとれるのかということを市町村や地域住民の
方 と々一緒に考えていきたい。

問

答

問

答

問

答

かつお一本釣漁業
の振興を国に訴えて
いくべきだ

黒岩　直良
（２１県政会）

�  県内総生産額を５％アップするといった、県が
今後進めていくべき指標設定について、知事の基
本的な考え方を聞く。

�  知事　観光分野などでは努力目標としての数値
を掲げることも必要と思うし、行政が自分たちの思い
として目標を掲げながらやっていくことはいいと思う
が、具体的な数値を細かく目標として掲げることが難
しいという点は御理解頂きたい。
�  工科大学は高知県の産業開発の頭脳拠点とし
て期待されるが、公設民営の設立目的が生かさ
れているのか。

�  知事　公の信用性、民間の柔軟性を活用した公
設民営の目的は生かされていると感じている。今春、
開学以来７年を迎えるので改めて産学連携や産業
振興に役立てることを確認し、そういう目的のもとに
中期・長期の戦略をきちんと立てていくことを理事会
の場で議論していきたい。
�  エコポートの指定を受けている手結港につい
て、これからの取り組みを聞く。

�  港湾空港局長　サンゴの埋没の原因究明と対
応策の検討会を通じ、モニタリングや環境学習の
ルールづくりに取り組んでいく確認もできたところで
あり、地元と協力し合って取り組みを進める。また、こ
れまでのエコポートの枠を超えて新たな協議の場を
つくり、地元の夜須町と全体の活性化に向けての活
動を一緒に進めていきたい。

問

答

問

答

問

答

県が今後進めていく
べき指標設定につい
て聞く

谷本　敏明
（日本共産党と緑心会）

�  東南海・南海地震対策特別措置法により防災
対策推進地域として本県全域が指定されたが、こ
の指定を受け、国や市町村との連携を強め、防災
対策の見地から災害にどう対応していくのか。

�  危機管理担当理事　指定を受けると、県、市町
村による推進計画や企業等による対策計画の策定
が必要となる。今後は、国の基本計画の策定を待っ
て、国、地方、企業、県民が連携して南海地震の防
災対策にあたられるような計画を目指して策定に取
り組んでいく。
�  エム・セテック高知工場は、４月から操業を開始
する予定だが、県行政としても、指導・助言を含
む今後の支援体制が必要と思うがどうか。　　

�  商工労働部長　今後の支援体制については、企
業のニーズも吸収しなから十分な対応をしていきた
い。高知工科大学との共同研究も念頭に置く。
�  園芸農業にとって、長期の視点で系統共販体
制の存続は必要と思うが、認識を聞く。

�  農林水産部長　本県の生産の特徴である多品
種少量生産の生産の現実を考えると、消費地の求
める品質、ロット、継続的な供給を可能とする系統共
販体制は、計画的な販売戦略や市場における強い
価格交渉力の確保を可能とする。一方、５年後には
市場法の改正が予定されている。こうした実態、見
通しを考えると、系統共販体制の存続は重要と考え
ている。

問

答

問

答

問

答

地震防災対策につ
いて聞く

吉良　富彦
（日本共産党と緑心会）

�  管理職任用制度を改善し、その正規のルートで
教育の専門的な力量あふれる管理職の候補者を
輩出していくべきで、民間人校長登用などという
奇抜な施策に頼ることはやめるべきだ。

�  教育長　任用制度の改善が先決という点につい
ては、私も異論がない。私も就任以来、ずっといろい
ろな形でタッチしてきた。また、やれることは何でも試
みたいという思いがあり、民間人校長もそれが主たる
動機でやっている。
�  地位勧告の運用に関するＩＬＯ・ユネスコ共同専
門家委員会報告を尊重すべきだ。

�  教育長　勧告の趣旨は尊重しなければならない
と考えている。ただ、我が国の実情と合わないものも
あり、勧告の内容を精査して、県独自の判断で取り
入れ可能なものは、取り入れていくこともよいと考え
ている。
�  県内警察署各庁舎及び県立学校校舎の清掃、
貯水槽の清掃についての委託業者が固定化して
いるが、発注方法をどのように検討しているのか。

�  警察本部長　入札事務は適正に執行している。
入札の結果として、競争性がないような状況であり、
改善策がないか、検討中である。
�  教育長　受水槽は、安全管理と密接に関連する
ので、信頼のできる、慣れた業者と契約したいとの
意向も働いていると思う。校舎の清掃は、比較的透
明性の高い契約が行われていると思う。

問

答

問

答

問

答

答

教育委員会は管理
職任用制度を改善
すべきだ

第１日（３月８日）　　第２日（３月９日）



　２月定例会中の３月８日、９日に予
算委員会の質疑が１１人の委員によ
り行われました。
　予算委員会は、県の当初予算とそ
の関連事項などについて総合的に審
査するために、平成８年から、２月
定例会、９月定例会に開催されてい
ます。
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浜田　嘉彦
（県民クラブ）

�  林業政策における基幹的労働力について、年
間を通して働きながらきちっと生活できる労働
力として確保しようとしているのか。

�  森林局長　木材生産量を維持するには６００人
程度の基幹的な技術者の確保が必要で、その育成
を目指している。この技術者は年間を通じ、効率性
の高い作業を行う方を想定しており、そのためには、
事業体に安定的に雇用され、その高い能力に応じ
た所得が得られる必要があり、その環境整備にも努
力していく。
�  高知県では、警察行政にかかわる不透明な経
理処理が無いのであれば、県民に明言すべきだ。

�  公安委員長　会計と経理は、内部監査や県の審
査、検査、会計検査院による実地検査、監査委員に
よる監査、警察庁による監査が行われており、特に
指摘もなかったと報告を受けている。今後とも適正な
経理がなされるよう管理をしていく。
�  知事の後援会などの事務所の入居問題で、刑
事告発されたが、この市民オンブズマンの行為
をどう考えているのか。

�  知事　この問題は、日常の具体的な活動があっ
た団体ではないが、さまざまな疑念や指摘を受けると
いうことは、極めて不適切で不用意な行為であり、そ
のことについて市民オンブズマンから指摘を受けた
ことを、とんでもないとは考えていない。

問

答

問

答

問

答

林業政策における基
幹的労働力について
聞く

依光　　夫
（自由民主党）

�  昨年９月２８日の城西館での会談における手加
減発言について、知事はなかったと答弁したが、
私はこの趣旨の発言を確かに聞いた。その確認
を。

�  知事　質問を差し控えてというような話があったと
は記憶していない。この会は、４期目の出馬をとりや
めることを求める思いが背景にあった会だと受けとめ
ている。
�  平成３年知事選挙に際して、後援会長からの１
億円の貸付金や建設業者から供与された１億
３００万円は、ルール外の選挙費用やプライベート
な経費に支出されたことは明らかである。その事
実を認めるべきではないか。

�  知事　お金の貸借があったということは事実であ
る。しかし、それがどういう目的であったのか、また、そ
の背景は何かということは全くわかっていない。だか
ら、それ以上申し上げることもできない。
�  危機管理担当理事が在任２ヵ月あまりで中途
退職した。それは、知事の人事管理能力に欠けて
いることが原因だと思うがどうか。

�  知事　部下に受けがいいだけで人望があるので
は、管理者としての責務は果たせない。人にはすぐ
れた面、足りない面がある。それぞれの良いところは
伸ばし、悪いところは注意をしながら使っていくのが
人事管理であると思うので、彼とのつき合いの中で
の問題は感じたことがない。

問

答

問

答

問

答

手加減発言について
の知事答弁を確認
する

黒岩　正好
（公明党）

�  高校中退者が依然全国平均より高い比率だが、
土佐の教育改革の成果が出ていないのでは。

�  教育長　主な原因は、基礎学力が定着していな
い、目的意識の欠如、コミュニケーション能力の不足
など本県の教育課題がここに現れている。これまで
のわかる授業の実践などの取り組みに加え、３０人学
級の導入、総合的な学習の時間の充実、能力や適
性、目的意識に応じた進路指導の充実などの対策
を講じていきたい。
�  教員は、部活動の多忙さや生徒指導などのた
めに、教材研究などの余裕がなく、生徒への細や
かな指導や質の高い教育ができず、塾へ行く生
徒が多いといった現状があると思うがどうか。

�  教育長　部活動などでの指導も教師の重要な
仕事であるが、授業の方がおろそかになることは許さ
れない。教師の仕事は授業が第一である。基礎学
力の定着は、学校で責任を持たなければならないこ
とであり、教員の多忙の問題の解決などの環境づく
りも含めて全力を尽くしていきたい。
�  土佐の教育改革の今後の展望、決意を聞く。

�  教育委員長　胎児から教育委員会が育てると考
え、本年度からそうさせていただいた。基礎固めから
もう一回やり直し、小学校での基礎学力や中学校に
おける先生方の忙しい感覚など問題を抱えている大
事なところへ集中して行政の展開をしていけば、問
題は解決できると思っている。

問

答

問

答

問

答

土佐の教育改革の
成果は上がっている
のか

高野光二郎
（２１県政会）

�  現在の事業評価は、評価の項目や基準、目標水
準が不十分で問題と思うが、見直す考えはない
か。

�  知事　事業評価の仕組みは、実際にやってみる
と、予算をとるために事業評価シートをつくっていくこ
とが仕事になってしまい、事務の煩雑さにもつながっ
てくる面がある。まずは簡素化をして、ニーズの把握
と、手段の適切さをきちんと突き詰めていきたい。今
後は、事後に成果をきちんと評価をしていくことにも
重点を置いていく。
�  林野庁の森林セラピーロード計画へ十分な体
制を整えて手を挙げ、参画する考えはないか。

�  森林局長　１６年度から森林セラピー研究会を設
立し研究に着手すると聞いている。まだ、セラピー
ロードを整備するという具体的な計画には至ってい
ないようだが、森林のいやし効果などが科学的に検
証されれば、高知県の森林を健康的でゆとりのある
生活に役立つ資源として利用できる可能性が高ま
るので、積極的に情報収集していく。
�  重要議案に県民の意見がタイムリーに反映で
きないか。

�  総務部長　県民参加の県政を進めるためには、
県民の声を聞き県政に反映させる取り組みが必要
であり、重要な案件は、検討段階で、目的、内容等を
公表し、広く県民の意見を求め、反映させることに努
めていきたい。

問

答

問

答

問

答

県の事業の評価基
準について聞く

樋口　秀洋
（県政新風会）

�  南海地震の津波対策に赤野、穴内など海沿い
の地区は、鉄道高架を避難場所に活用できないか。

�  企画振興部長　鉄道高架は、津波からの避難場
所として想定できる。地域の方 が々避難場所と位置
づける際には、駅以外は地上からの入り口がないた
め、避難方法や避難機具の管理方法などについて
土佐くろしお鉄道と協議したい。
�  農作物の天敵、種苗などの生産会社も誘致対
象にすべきだ。また、国の低コストハウスは１６年
度で終了だが、農家から継続要望が出ていること
への対応と、私が１４年９月議会で取り上げた県
版低コストハウスの目標とする単価を聞く。

�  商工労働部長　雇用と経済効果が期待できるの
で、１次産業系企業の発掘に努めたい。
�  農林水産部長　野菜価格の低迷から構造改善
の継続は必要。国へ低コストハウスの継続を強く要
望していく。また、県版低コストハウスは、１７年度まで
に１０アール当たりの単価を、被覆資材を含め３５０万
円とすることを目標としている。
�  中年未婚男女の結婚問題は深刻。めぐりあいの
機会づくりに、知事は乗り出すべき。それが１次産
業の衰退のストップにも役立つ。

�  知事　地域でめぐりあいの機会をつくる場合、そう
いう活動と一緒に私もお役に立てることがあれば協
力をしたい。また、元気応援団の県の派遣職員も、お
役に立てるのではないか

問

答

問

答

答

問

答

鉄道高架を避難場
所に活用できないか

平成１６年（２００４年）　５月３０日（日）

予算委員会委員（２０名）
委　員　長　　土森　正典　（自由民主党）
副　委　員　長　　佐竹　紀夫　（２１　県　政　会）
委　　　員　　武石　利彦　（自由民主党）
　　同　　　　三石　文隆　（　　〃　　）
　　同　　　　山本　広明　（　　〃　　）
　　同　　　　森　　雅宣　（　　〃　　）
　　同　　　　元木　益樹　（　　〃　　）
　　同　　　　依光　　夫　（　　〃　　）
　　同　　　　樋口　秀洋　（県政新風会）
　　同　　　　高野光二郎　（２１　県　政　会）
　　同　　　　黒岩　直良　（　　〃　　）
　　同　　　　朝比奈利広　（　　〃　　）
　　同　　　　西森　雅和　（公　明　党）
　　同　　　　黒岩　正好　（　　〃　　）
　　同　　　　坂本　茂雄　（県民クラブ）
　　同　　　　浜田　嘉彦　（　　〃　　）
　　同　　　　森　　祥一　（市民の声
　　　　　　　　　　　　 　（VOX POP））
　　同　　　　吉良　富彦　（日本共産党
　　　　　　　　　　　　　　　と緑心会）
　　同　　　　谷本　敏明　（　　〃　　）
　　同　　　　牧　　義信　（　　〃　　）
　　
　　　　　　　　　　　（平成１６年２月２４日現在）

　県の予算とその関連事項について総合的に
審査を行うため、２月定例会において予算委
員会が設置されました。

��������
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＊この広報紙は古紙配合率７０％の再生紙を使用しています。

平成１６年（２００４年）　５月３０日（日）

　７月１３日（火）開　会
　　１６日（金）質疑並びに一般質問
　　２０日（火）　 〃
　　２１日（水）　 〃
　　２２日（木）常任委員会
　　２３日（金）　 〃
　　２６日（月）　 〃
　　２７日（火）閉　会

＊予定ですので、変更になる場合があります。
傍聴の際には、議会事務局議事課
（TEL ０８８-８２３-９５３４）で必ず日程を御確認ください。

お
知
ら
せ

�

●可決された議案（８０議案）

知事提出議案（７１議案）

�予算議案（２７議案）
「平成１６年度高知県一般会計予算」
「平成１６年度高知県給与等集中管理特別会計予算」
「平成１６年度高知県用品等調達特別会計予算」
「平成１６年度高知県土地取得事業特別会計予算」
「平成１６年度高知県災害救助基金特別会計予算」
「平成１６年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計予算」
「平成１６年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計
予算」
「平成１６年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会
計予算」
「平成１６年度高知県農業改良資金助成事業特別会計予算」
「平成１６年度高知県県営林事業特別会計予算」
「平成１６年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会
計予算」
「平成１６年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計予
算」
「平成１６年度高知県流域下水道事業特別会計予算」
「平成１６年度高知県港湾整備事業特別会計予算」
「平成１６年度高知県高等学校等奨学金特別会計予算」
「平成１６年度高知県電気事業会計予算」
「平成１６年度高知県工業用水道事業会計予算」
「平成１６年度高知県病院事業会計予算」
「平成１５年度高知県一般会計補正予算」
「平成１５年度高知県土地取得事業特別会計補正予算」
「平成１５年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計
補正予算」
「平成１５年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会
計補正予算」
「平成１５年度高知県県営林事業特別会計補正予算」
「平成１５年度高知県流域下水道事業特別会計補正予算」
「平成１５年度高知県港湾整備事業特別会計補正予算」
「平成１５年度高知県高等学校等奨学金特別会計補正予算」
「平成１５年度高知県病院事業会計補正予算」

�条例議案（３０議案）
「高知県立塩見記念青少年プラザの設置及び管理に関する条
例議案」
「地方自治法第２０３条に規定する者の報酬、期末手当、費用弁
償等に関する条例及び知事等の給与、旅費等に関する条例の
一部を改正する条例議案」
「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案」
「地方独立行政法人法等の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例議案」
「国立大学法人法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
議案」
「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案」

「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条
例の一部を改正する条例議案」
「高知県税条例等の一部を改正する条例議案」
「高知県消防法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例議
案」
「地方自治法第８条第２項の規定による町としての要件に関する
条例の一部を改正する条例議案」
「高知県衛生試験等手数料等徴収条例の一部を改正する条例
議案」
「高知県立幡多高等看護学院の設置及び管理に関する条例及
び高知県立総合看護専門学校の設置及び管理に関する条例
の一部を改正する条例議案」
「結核診査協議会条例の一部を改正する条例議案」
「高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案」
「保健所使用料等徴収条例の一部を改正する条例議案」
「高知県地域農業改良普及センター設置条例の一部を改正する
条例議案」
「高知県特別会計設置条例の一部を改正する条例議案」
「高知県建設業法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例
議案」
「高知県都市計画審議会条例の一部を改正する条例議案」
「高知県港湾施設管理条例の一部を改正する条例議案」
「高知県立海岸緑地公園の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例議案」
「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す
る条例議案」
「公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議
案」
「高知県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例議案
「高知県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸
与条例及び高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例の
一部を改正する条例議案」
「高知県スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例議案」
「高知県警察手数料徴収条例の一部を改正する条例議案」
「高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する条
例議案」
「高知県中小企業従業員住宅の貸付け等に関する条例を廃止す
る条例議案」
「高知県立定時制通信制教育センター設置条例を廃止する条例
議案」

�その他議案（９議案）
「高知県立障害者スポーツセンターの指定管理者の指定に関す
る議案」
「権利の放棄に関する議案」
「県有財産（高知テクノパーク）の処分に関する議案」
「県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関
する議案」
「県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関
する議案」

「県が行う土木その他の建設事業に対する市町村の負担の一部変
更に関する議案」
「包括外部監査契約の締結に関する議案」
「国分川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う土讃線土佐大津・
土佐一宮間国分川橋りょう改良工事委託に関する協定の一部を変
更する協定の締結に関する議案」
「唐浜地区経営体育成基盤整備用水トンネル工事請負契約の締結
に関する議案」

�人事議案（４議案）
「高知県監査委員の選任についての同意議案」
「高知県監査委員の選任についての同意議案」
「高知県教育委員会の委員の任命についての同意議案」
「高知県収用委員会の委員の任命についての同意議案」

�報告議案（１議案）
「高知県が当事者である訴えの提起の専決処分報告

議員提出議案（９議案）
�条例議案（１議案）
「高知県うみがめ保護条例議案」

�意見書議案（８議案）
「劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書議案」
「地方交付税の大幅削減を中止し、真の地方分権型社会の構築に
向けた三位一体の改革を求める意見書議案」
「市町村国民健康保険の運営改革に関する意見書議案」
「緊急地域雇用特別交付金事業の改善・継続等を求める意見書議
案」
「６５歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書議案」
「マンション対策の充実強化を求める意見書議案」
「北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書議案」
「教育基本法の改正を求める意見書議案」

●継続審査とされた議案（１議案）

知事提出議案（１議案）

�条例議案（１議案）
「高知県こども条例議案」

●否決された議案（１議案）

議員提出議案（１議案）

�意見書議案（１議案）
「保険料の引き上げ・給付の削減など年金改悪をやめ、安心できる年
金制度を確立するよう求める意見書議案」

●採択された請願（３議案）

「３歳までの乳幼児の通院医療費無料化について」
「子どもたちを連れ去りや痴漢などから守るために携帯用防犯ブザーの
貸与や補助制度の創設を求める請願について」
「高知県こども条例議案について」

2 月 定 例 会　 審 議 の 結 果

高知県うみがめ保護条例の構成�

うみがめを取り巻く現状�

静穏な環境の破壊（花火やたき火、四輪駆動車の乗入れ、キャンプ等）�
ごみの散乱�
砂浜の減少、砂質の変質�
海岸植生の破壊�

県の責務� 県民等の責務� 財産権の尊重及び�
他の公益との調整�

うみがめの取扱いに関�
する規制�

生育地等の保護に関�
する規制� 推 進 体 制� 雑　　則�

うみがめ保護�

罰　　則�

地域の状況に応じた適切�
な取組の策定及び実施�
県民等の理解を深めるよ�
う適切な措置�
市町村の取組への支援�

県又は市町村の取組�
への協力�

関係者の財産権の尊重�
県土の保全その他の公益�
との調整�

国及び他の地方�
公共団体との協力�
県民等の活動促進�
監視等の体制の�
整備�
財政上の措置�

調査とその結果の�
活用�
取締りに従事する�
職員�
国の機関等に関す�
る特例�
規則への委任�

土地の所有者等の義務�
土地の所有者等への助�
言又は指導�
生育地等保護区の指定�
保護区内の規制�
保護区内行為者に対す�
る処置命令等�
知事の報告微収及び立�
入検査等�
保護区指定のための実�
地調査�
損失を受けた者に対す�
る損失の補償�

捕獲等の禁止�
捕獲等の許可�
捕獲等許可者に�
対する措置命令�
知事の報告微収�
及び立入検査権�
うみがめの所有�
者等の義務�
うみがめの所有�
者等への助言又�
は指導�
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　平成１６年２月定例会で、うみがめの保護を目
的とした高知県うみがめ保護条例が可決成立し、
平成１６年３月３０日に公布されました。

（うみがめ保護規定の主な内容）
１　県内の海岸に上陸したあかうみがめ、あおうみ
がめ及びたいまい（以下「うみがめ」といいま
す。）の捕獲、殺傷は原則的に禁止されます。

２　県内の海岸に産み落とされたうみがめの卵の
採取、損傷も原則的に禁止されます。

３　学術研究や繁殖等の目的で、例外的にうみが
めやその卵の捕獲、採取等をしようとする場合
は、知事の許可が必要です。

４　知事は、捕獲、採取等の許可を受けた者が許
可条件に違反した場合等に、必要な措置をと
るべきことを命ずることができます。

５　知事は、捕獲、採取等の許可を受けた者に対
し、報告を求め、又はその職員に立入検査させ
ることができます。

６　知事は、うみがめの産卵地等を保護区に指定
することができます。

７　指定された保護区の区域内への車の乗り入
れ等については、知事の許可が必要です。

８　捕獲、採取の禁止等の条例規定の違反者に
対しては、最高１年以下の懲役又は５０万円以
下の罰金が科せられます。

　この条例のうち、罰則以外の部分は平成１６年
５月１日から、罰則は平成１６年７月１日から施
行となっています。

　なお、内容についてのお問い合わせは、高知
県文化環境部環境保全課（ＴＥＬ　０８８－８２３
－９６１１）まで。

議員定数問題等調査特別委員会の委員長報告

　議員定数問題等
調査特別委員会は、
市町村の合併の特例
に関する法律（以下
「合併特例法」とい
う。）第１５条に規定す
る都道府県の議会の

議員の選挙区に関する特例を、市町村の合併以後に
行われる選挙に適用するか否かについて調査検討す
るため、平成１５年１２月定例会において設置されまし
た。その後、６回の委員会を開催し審査を重ね、２月定
例会の本会議（３月１８日）において、東川正弘委員
長は、次の一般選挙に合併特例法を適用しない。ただ
し、補欠選挙が次の一般選挙までの間に行われる場
合は、合併特例法を適用し従前の選挙区によるものと
すると委員会での審査結果を報告 。その後、採決が
行われ、全会一致で承認されました。

本会議で報告をする東川委員長


